








当プログラムのおすすめポイント

スマートフォン・タブレット端末・パソコン等を使って、都合の良い場所と時間に、
医師のオンライン診察が受けられる禁煙プログラムです。
処方薬の自宅等への配送に加え、サポートスタッフによる長期かつ定期的なフォロー
で、 高い禁煙成功率を維持しています。

オンライン禁煙プログラムとは？

手軽だから続けられる

通院不要の
オンライン診療

一人じゃないから続けられる

充実の
サポート体制

無理なく続けられる

驚異の禁煙達成率
89.5%※

「被扶養者確認調査」に
　　　ご協力をお願いしますオンライン禁煙プログラムに

参加しませんか？
　健康保険組合は、医療費の適正化や公平な保険給付の実施を目的とした「被扶養者の資格の再確認」が義
務づけられています。
　本年度も、被扶養者資格の確認調査を実施しています。７月中旬に配付しました「被扶養者確認調書」に、
必要書類を添付のうえ、提出期限までに、事業所の健保事務担当者へご提出をお願いいたします。
　確認調書等の書類が提出されないと、被扶養者資格の適否の判断ができません。よって明治グループ健保
組合で定める最終提出期限までに書類の提出がなく、検認ができなかった場合は、令和6年1月1日または扶
養認定日にさかのぼり、被扶養者資格を失うことになります。

　健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを
被扶養者といいますが、被扶養者分の健康保険料は、徴収されません。被扶養者分の保険給付金は、被保険者全員で
まかなうしくみとなっていることから、被保険者からのみ健康保険料が徴収されています。そのため、被保険者が納
める健康保険料が適正に使われるよう、被扶養者の資格再確認が重要です。
　被扶養者として認定されるためには、「親族の範囲」と「収入」と「生計維持関係」について一定の条件を満たしてい
ることを公的な書類等で証明する必要があります。
　被扶養者確認調査では、この一定の条件を引き続き満たしているかどうかを、書類をご提出いただくことで確認します。

※オンライン診療にはWeb カメラとマイクが必要です。 オンライン診察の日時変更・キャンセルは、予約日の前日までにお願い

します。本プログラムは、完全予約制となっており、 当日・直前のキャンセルは、診察する医師、関連業務を行う医療機関スタッ

フへ迷惑となりますのでご遠慮ください。

※4 回の禁煙治療終了者（治療終了1 ヶ月時点）の禁煙達成率89.5%
出典：リンケージ社実績データ統計より（N =7,766、2023/2/28 時点で、サポートメール①（治療1 か月後）とサポートメール④（治療10 か月後）の回答者を対象とする。

予約、受診から処方薬の発送ま

で、オンラインで完結。近くに

禁煙外来がない方でも、スマホ

やタブレット・パソコンを使っ

て、すぐに禁煙を開始できます。

定価58,850円（税込）

11,000円
差額は当健保組合が負担

令和8年2月28日（土） 先着50名

参加
費用

申込
締切

利用
人数

サポートスタッフが電話やメー

ルにて、禁煙の継続をサポート

します。スマホやアプリの操作

方法に関しても、丁寧にお伝え

します。

気軽に続けられるオンラインで

の医師による診療や、適切な処

方薬の利用、サポートスタッフ

の長期的かつ細やかなサポート

により、禁煙達成率は89.5%。

▲配付したご案内

　明治グループ健康保険組
合の事業運営の適正化のた
めに必要な調査ですので、
みなさんのご理解とご協力
をお願いいたします。

被扶養者確認調査とは？

申し込みはこちら

bit.ly/3Fgq1IF

8 9



10 11

医療費控除をご活用ください
節税に役立つ

健保組合や保険会社から
支給される金額※１ 10万円※２ 医療費控除（最高200万円）

※1　健保組合の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など、生命保険の入院給付金など、
　　  自治体からの乳幼児等の医療費助成金など
※2　総所得金額等の5％のほうが少ない場合はその金額

● 医療費控除の計算式

－医療費の総額 － ＝

⃝医療機関に支払った診療費
⃝医療用器具の購入またはレンタル費用
⃝入院時食事療養や生活療養に係る本人負担額
⃝通院のための公共交通費やタクシー代
⃝妊娠から産後までの健診・診察、出産費用
⃝治療のためのはり・きゅう、マッサージ、整骨院代
⃝歯科の保険外費用の一部
⃝介護保険制度に基づく一定の施設および居宅サービスの自己負担額　など

●	申告に必要な書類や申告方法などの詳細は、国税庁ホームぺージを
ご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

●  医療費控除の対象になるもの  ●

■■厚労省統計  
■■明治グループ健保組合

※令和7年2月時点

令和4年度

5年度

6年度
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目標値

●調剤医療費の動向（厚生労働省保険局調査課）
　との後発品使用割合推移比較

　明治グループ健保組合ホームページの「KOSMO Communication 
Web」に利用登録をしていただくと、直近で薬剤（後発品がある薬剤）
が処方された月からさかのぼって、1年3ヵ月分のご自身の処方実績が
確認でき、切り替え可能なジェネリック医薬品が表示されます。
　明治グループ健保組合におけるジェネリック医薬品の使用率は、こ
れまでの国の目標値である80％を超えました。ジェネリック医薬品の
さらなるご利用をお願いします。

★健康管理に役立つお薬手帳・アプリもご活用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   詳細はこちら ➡

ジェネリック医薬品のさらなるご使用にご協力ください

　医療費控除とは、前年１月から12月の１年間に、ご家族の分も含めた医療費等が一定額を超えたと
き、税務署に確定申告をすることで納めた所得税の一部が還付される制度です。
　支払った医療費等の金額が10万円（または総所得金額等の５％）を超える場合、上限200万円まで
課税所得額から控除され、税金が精算されます。



明治グループ健保のLINEに、ぜひご登録ください

明治グループ健保

de

＊Best Doctors®およびベストドクターズは米国及びその他の国におけるBest Doctors,incの商標です。
＊Best Doctors,Inc.は、Teladoc Health, Inc.およびTeladoc Health International, S.A.U.の一員です。

子どもの病気、高齢者の健康や介護、
病気の悩みや不安、受診に関する疑問、
健康管理のコツなど

　　　　  24時間・年中無休

健保からのお知らせや健康情報などがLINEで届きます！

　 お知らせが届く！

　 健康づくりに役立つ情報が配信

　健診申込の締切、インフルエンザ予防接
種補助金申請の締切が近づくと、お知らせ
が届きます。

　健康レシピやエクササイズ動画、健康知
識などが毎月提供され、みなさんの健康を
サポート！

職場の人間関係や仕事のストレス、介
護のストレス、家庭でのストレスなど

受付時間は当健保組合ホームページを
ご覧ください

最適な医療やセカンドオピニオン取得
のために、専門医同士の相互評価で高
い評価を得た優秀な専門医をご案内
　　　　  月～土曜日　10 ～ 21時

ファミリー健康相談 メンタルヘルスカウンセリング ベストドクターズ®・サービス

個人が特定される情報（相談内容、部署、名前）が会社や明治グループ健保組合に報告されることは一切ありません。
★相談者のプライバシーは厳守しております

発信者番号は「通知設定」でおかけください。ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。

日々の健康管理、病気や心の悩み、子育てや介護などの相談はこちらで！

受付時間 受付時間

0120-542-882専　用
ダイヤル

通話料・相談料
無料

登録はこちらから ➡

けんぽ　No.186　発行所／明治グループ健康保険組合


